
公   告 
 

 災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事に関する協定の締結について 

 

 次のとおり公告します。 

 

令和６年２月１６日 

 

      国土交通省関東地方整備局 

          日光砂防事務所長 

            木下 篤彦 

 

記 

１．協定の目的 

 この協定は日光砂防事務所管内において災害が発生し、又は災害のおそれがある

場合に災害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。 

 

２．協定の内容等 

  （１）協定名  災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事に 

 関する協定 

  （２）協定区域 栃木県日光市における日光砂防事務所管内  

   別紙－１のとおり 

  （３）協定書（案） 別紙－２のとおり 

  （４）協定期間    令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  （５）協定締結者数  ２０社程度 

 

３．申請者の資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）

第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（２）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）令和５・６年度一般競争（指名競

争）入札参加資格業者のうち「一般土木工事」又は、「法面処理工事」又は、

「維持修繕工事」のいずれかに認定されている者であること（会社更生法（平

成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長（以下「局長」とい

う。）が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認

定を受けていること。）。 

（３）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた

者を除く。）でないこと。 

（４）栃木県内に建設業法に基づく本店（本社）を有すること。 

（５）平成２０年４月１日以降に、栃木県日光市内で元請けとして完成・引渡しが

完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 

・同種工事：砂防工事 

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の工事



（港湾空港関係を除く。）に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定

通知書の記４．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあっては、修

正評定点）をいう。）が 65 点未満のものは施工実績として認めない。 

（６）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）発注工事で、当該工事種別（「一

般土木工事」又は、「法面処理工事」又は、「維持修繕工事」のいずれか）に

おける過去２年間の工事成績評定点の平均点が２年連続で 60 点未満でないこと。 

（７）申請書及び資料の提出期限の日から協定締結までの期間に、局長から工事請

負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和 59 年３月 29 日付け建設省厚第 91

号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 

（９）工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと

等請負契約の履行が不誠実でないこと。 

 

４．評価に関する事項 

（１）協定締結者の決定方法 

 提出された申請書及び資料により３．に掲げる申請者の資格要件を満たす者

のうち、評価基準により得られた数値（以下「評価点」という。）等を踏まえ、

本協定の締結者を決定するものとする。 

（２）評価の方法 

 「別表－１」における評価項目についてそれぞれ評価を行い、評価点を算出

する。なお、評価項目毎における評価点の最高点の合計を１０点とする。 

 

５．申請者の資格確認等 

（１）本協定の締結を希望する者は､３.に掲げる申請者の資格要件を有することを

証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、日光砂防事務所長から資

格の有無について確認を受けなければならない。 

 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに資格がないと認めら

れた者は、本件に参加することができない。 

（２）申請書及び資料 

１）「申請書」別記様式－１ 

２）「資料」別記様式－２～４ 

（３）申請書及び資料の交付 

申請書及び資料の交付期間は令和６年２月１６日（金）から令和６年３月８

日（金）とし、申請書及び資料は下記の日光砂防事務所公式ウェブサイトから

ダウンロードすること。 

日光砂防事務所公式ウェブサイト URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/nikko/ 

やむを得ない事由により、上記の交付方法で申請書類を入手することができ

ない者は、５．（４）３）に問い合わせること。 

（４）申請書及び資料の提出方法 

１）提出方法 

 持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）または電子メー

ル（着信の確認をすること。）のいずれかによるものとする。 

 郵送等で提出する場合は、封筒の表に業者名・協定の郵送である旨の記載



をすること。 

 電子メールによる提出の場合は、以下のファイル形式とし、送信の前に必

ずウィルス対策を実施した上で送信すること。なお、全てを一つのファイル

（ファイル容量５MB 以内）にまとめて（２つ以上のファイルは認めない。）

電子メールで提出すること。但し、圧縮することにより５MB 以内に収まる場

合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）して電子メ

ールで提出することを認める。 

ファイル容量５MB を超える場合は申請書類を持参又は郵送により提出期限

までに提出すること。 

ファイル形式：Microsoft365 に対応した形式及び 

Adobe Reader ＰＤＦファイル形式 

 申請書表紙については、押印の必要はない。 

２）提出期間 

 令和６年２月１６日（金）から令和６年３月８日（金）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分までとする。 

３）提出場所 

 〒３２１－１４１４ 栃木県日光市萩垣面２３９０ 

 国土交通省関東地方整備局 日光砂防事務所 総務課 

 ＴＥＬ ０２８８－５４－１１９１   内線４０２                

電子メール ktr-nikkokeiyaku@gxb.mlit.go.jp  

（５）３．（５）に関して別記様式－２に記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録され

ていない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認でき

る部分））の写しを提出するものとする。 

 ただし、ＣＯＲＩＮＳ等での記載内容で３．（５）に関する同種工事の施工

実績が不明な場合については、平面図、構造図、数量総括表等を必ず添付する

こと。 

（６）その他 

１）本公告において示した資格要件がない者、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者とは、本協定を締結しない。また締結者として決定していた場合には

取り消す。 

２）申請書及び資料の作成に関する説明会は開催しない。 

３）３.（５）の施工実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できな

い場合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと

確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競

争）入札参加資格の再認定（又は新規の認定）」を受けていない事、若しく

は、再認定（又は新規の認定）時に実績の承継が認められていない場合を指

す。 

４）申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

５）日光砂防事務所長は、提出された申請書及び資料を、本件以外に申請者に

無断で使用しない。 

６）提出された申請書及び資料は、返却しない。 

７）提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 



８）申請書及び資料に関する質問がある場合においては、次に従うものとする。 

① 提出方法 

  質問を書面（様式自由）にとりまとめ、以下のいずれかで提出する。 

  ・持参   ：上記５．（４）３）に示す提出場所まで書面を持ち込む 

・電子メール：下記メールアドレスあて質問内容を送付する 

 電子メールアドレス ktr-nikkokeiyaku@gxb.mlit.go.jp 

② 質問受付期間 

  令和６年２月１６日（金）から令和６年３月４日（月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分までとする。 

③ 提出場所 

  上記５．（４）３）に同じ。 

９）質問の回答は、令和６年３月５日（火）までに、日光砂防事務所公式ウェ

ブサイトにて行う。 

ＵＲＬ:http://www.ktr.mlit.go.jp/nikko/ 

 

６．協定締結について 

（１）締結通知 

 「災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事に関する協定」の締結

について令和６年３月１９日（火）を目途に郵送にて通知する。 

（２）協定締結 

 協定締結時には協定書（案）（別紙―２）を取り交わす予定としている。 



日光砂防事務所管内図

日光砂防事務所

別紙－１



 

災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事に関する協定書（案） 

 

 

国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所長（以下「甲」という。）と       

                           （以下「乙」という。） 

とは、災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事（以下「業務」とい

う。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 １ 条 この協定は、日光砂防事務所管内において、災害が発生し、又は災害のおそ

れがある場合に、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的と

する。 

 

（業務等の実施範囲） 

第 ２ 条 甲が乙に対し協力を要請する業務等の実施範囲（以下、「実施範囲」とい

う。）は、日光砂防事務所管内（別紙）とする。 

 

（業務等の実施体制） 

第 ３ 条 甲は、実施範囲内において災害が発生、必要と認めるときには、被害状況に

応じて書面又は電話等の方法により、乙に出動を要請するものとする。 

２． 乙は、要請を受けた場合、現場責任者及び連絡場所を定め直ちに甲に報告す

るとともに、甲の指示による当該被災状況の把握、報告及び甲の要請に基づく

業務等を実施するものとする。 

３． 乙は協定締結後速やかに、この協定に関する連絡窓口担当者及び緊急時の出

動要請連絡先を定め、その名簿を甲に提出するものとする。また、乙は、提出

した内容に変更が生じた場合、遅滞なく甲に提出するものとする。 

 

（業務の指示） 

第 ４ 条 業務の指示は、甲が行うものとし、出張所長、建設専門官及び建設監督官等

（以下、「出張所長等」という。）は監督を行う。乙の現場責任者は、業務の

実施方法等について甲の出張所長等へ協議を行うことができるものとする。 

 

（業務の完了報告） 

第 ５ 条 乙又は現場責任者は、業務が完了したときには書面又は電話等の方法によ

り、直ちに出張所長等へその旨を報告するものとする。 

 

（業務等の実施報告） 

第 ６ 条 乙は、業務等が完了したときには、作業開始時刻・作業終了時刻及び使用し

た建設資機材等の内訳を速やかに出張所長等に報告するものとする。 

甲は、必要と認めるときには、業務実施中においても使用した建設資機材等

の内訳等について報告を求めることができるものとする。 

 

別紙－２ 



（契約の締結） 

第 ７ 条 甲は、乙に出動等を要請したときは、遅滞なく工事請負契約等（随意契約方

式）を締結するものとする。 

 

（建設資機材等の報告） 

第 ８ 条 乙は、予め災害に備え業務に際し使用可能な建設資機材等の数量を把握し、

甲へ書面により通知するものとする。 

２． 乙は、前項で報告した内容に著しい変更を生じたとき、又は建設資機材等の

現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なく報告するものとする。 

３． 甲は、甲が保有する建設資機材等について、予め書面により乙に通知するも

のとする。また、著しい変更が生じた場合も同様に通知するものとする。 

 

（建設資機材等の提供） 

第 ９ 条 甲及び乙は、本業務に関し、それぞれから要請があったときは、特別な理由

がないかぎり相互に建設資機材等を提供するものとする。 

 

（実施範囲の特例） 

第１０条 乙は、甲が特に必要として第２条に規定する以外の範囲等に出動を要請した

ときは、原則としてこれに応ずるものとする。 

 

（業務の費用に係る精算） 

第１１条 業務の費用に係る精算について、甲乙協議により、第７条に基づく契約の請

負代金額を変更する必要があるとした場合には、同条により取り交わした契約

書に基づき契約変更を行うものとする。 

 

（業務の費用に係る支払い） 

第１２条 業務の費用に係る支払いについては、第７条により取り交わした契約書によ

るものとする。 

 

（損害の負担） 

第１３条 業務の実施に伴い、甲と乙のいずれの責めにも帰すことがでない原因によ

り、第三者に損害が及んだとき、又は建設資機材等に損害が生じたときは、乙

はその事実の発生後直ちにその状況を甲に書面により報告し、その措置につい

て甲乙協議して定めるものとする。 

 

（訓練・研修等への協力） 

第１４条 甲は、災害協定上の業務を円滑に遂行するための訓練・研修等に関わる協力

を乙に依頼する場合がある。なお、この場合にかかる費用は乙の負担とする。 

 

（有効期限） 

第１５条 この協定の有効期限は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとす

る。 

 



（協定の解約） 

第１６条 甲もしくは乙において、協定を継続できない事情が発生した時には、甲乙協

議のうえ協定を解約できるものとする。 

 

（協定の効力） 

第１７条 乙が関東地方整備局長から、地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名

等の措置要領に基づく指名停止期間中はこの協定を適用しない。 

 ただし、本協定に基づく業務の実施中においては、この限りではない。 

２． 取引停止の事実や不渡りの情報、会社更生法・民事再生法の申請があった

場合、甲は、書面による通告をもって協定の解除を行うことができるものとす

る。 

 

（その他） 

第１８条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度甲

乙協議して定めるものとする。 

 

 

 

この協定の証として本書を二通作成し、甲、乙が記名捺印の上、各自一通を保

有する。 

 

令和６年３月○○日 

 

 

甲 栃木県日光市萩垣面２３９０ 

国土交通省関東地方整備局 

日光砂防事務所長 木下 篤彦   印 

 

 

乙              

                  印 



 

「災害時における日光砂防事務所管内の災害応急対策工事に関する協定」に係る 

評価基準 

評価項目 評価基準及び評価点 

① 同種 
工事の施
工実績（
別記様式
－２） 
 
 

栃木県日光市内において平成 20

年 4 月１日以降に元請けとして

完成・引渡しが完了した下記の

要件を満たす同種工事の施工実

績。 

 

同種工事：砂防工事 

当事務所の実

績：３点 

 

直轄工事の

実績：２点 

 

特殊法人、

地方公共団

体の実績：

１点 

 

その他： 
０点 

 

②工事成
績 
 

関東地方整備局（港湾空港関係 

を除く。）発注工事の本協定の 

工事種別（「一般土木工事」又 

は、「法面処理工事」又は、 

「維持修繕工事」のいずれか） 

における評価対象期間（令和２ 

年４月１日から令和５年３月 

31 日まで）に完成・引渡しが完 

了した工事の工事成績評定点の 

平均点。 

 

８０点以上：

４点 

 

 

７５点以上 

８０点未満 

：２点 
 

７０点以上 

７５点未満 

：１点 
 

７０点未満

（含実績無

し）：０点 

 

③地域精
通度 
（別記様
式－３） 

日光市内における、本店（本

社）所在の有無。 

日光市内に本

店（本社）が

ある。：２点 

  

日光市内に
本店（本社
）がない。
：０点 

 
 

－   
 

 
 

－ 

④災害時

の基礎的

事業継続

力の認定

状況（別

記様式－

４） 
 

令和６年３月８日（申請書提出

期限）における関東地方整 

備局長から受けた災害時の基礎 

的事業継続力認定の有無。 

認定あり：１

点 

 

認定無し：

０点 
 

 
 
 
 
 

－   
 

 
 
 
 
 

－ 

 

別表－１ 



（用紙Ａ４） 
別記様式－１ 
 
 

協 定 参 加 申 請 書 

 
令和６年○月○日 

 
 
 国土交通省関東地方整備局 
    日光砂防事務所長 

   木下 篤彦  殿 
 
 
 
      住 所 〒○○○－○○○○ 
       栃木県○○市○○番 
      代表者  ○○建設株式会社 
           代表取締役社長 
         ○○ ○○           
 

 令和６年２月１６日付で公告のありました「災害時における日光砂防事務所管内の災害応急

対策工事に関する協定」について締結したく申請します。 

 なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者でな

いこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 
 

記 
 

１ 同種工事の施工実績について記載した書面（別記様式－２） 
 
２ 地域精通度について記載した書面（別記様式－３） 
 
３ 災害時の基礎的事業継続力の認定状況について記載した書面（別記様式－４） 
 
 
 
 

 
      問い合わせ先 
         （ふりがな） 
   担 当 者 ： ○○ ○○ 
 
   部   署 ： ○○本店○○部○○課 
 
   電 話 番 号 ： （代）○○○○－○○－○○○○【（内）○○○】 
 
   ファックス番号：    ○○○○－○○－○○○○ 
 

Ｅ－ＭＡＩＬ  ：    ○○○○○○○○○○ 

 
注）提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。 

（頁の例：１／○○～○○／○○） 
［Ｐ１／○］ 



（用紙Ａ４） 
別記様式－２ 

同種工事の施工実績 
                              会社名：○○○○建設㈱  

 
 
同種工事の施工実績 
 

平成２０年４月１日以降に栃木県日光市内で元請けとして完成・引渡しが
完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 
 
・同種工事：砂防工事 

工 
 

事 
 

名 
 

称 
 

等 

工 事 名 称 
 
 ○○○工事   （ＣＯＲＩＮＳ登録番号） 
 

発 注 機 関 名 
 
 国土交通省○○地方整備局○○事務所 
 

施 工 場 所 
 
 栃木県日光市○○町○○ ～  栃木県日光市○○町○○ 
 

契 約 金 額 
 
 ○○○,○○○,○○○円 
 

工     期 
 
 平成○年○○月○○日 ～ 平成○年○○月○○日 
 

受 注 形 態 等 
 
 単体／○○・○○ＪＶ（出資比率○○％） 
 

工 
 

事 
 

概 
 

要 

構 造 物 形 式
規 模 ・ 寸 法 等 

(ｱ) 流路 
(ｲ) 床固め工（○○床固）  １式 
(ｳ) 副床固め工       １式 
    （○種コンクリート○○m3、○○石張○m2） 
(ｴ) 水叩工          １式（○種コンクリート○○m3） 
(ｵ) 護岸復旧工        １式（○○石張工○○m2） 
(ｶ) 根固め・水制工      １式（○○m3） 
(ｷ) 舗装工        ○○m2 

架 設 方 法 
・架設工法 ○○○○○工法 
・主要機械 ○○○○クレーン（○○○ｔ） 
 

設 計 条 件 
・施工方法その他技術的な特記事項等記載する。 
・安全対策、環境対策等について記載する。 

 
注）同種工事の施工実績については、記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書

（工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分））の写しを提出すること。ただし、
ＣＯＲＩＮＳ等での記載内容で同種工事の施工実績が不明な場合については、平面図、構造図、
数量総括表等を必ず添付すること。 

注）同種工事の施工実績について、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事（港湾空
港関係を除く。）である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付する
こと。ただし、当該工事に係る工事成績評定通知書が、令和６年３月８日（申請書提出期限）の前
日時点において未通知の場合は、工事成績評定通知書の写しの添付は不要である。 

注）提出する実績は、１件とする。 
注）記入欄の明示は、記入例である。 
 

［Ｐ○／○］ 



（用紙Ａ４） 
別記様式－３ 

地 域 精 通 度 
 
                           会社名：○○○○建設㈱   

該当する本店（本社）の名称と住所 

 
 本店（本社） 
 名称： 
 住所： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｐ○／○］ 



（用紙Ａ４） 

別記様式－４ 

 

災害時の基礎的事業継続力の認定状況 

 
 
                            会社名：○○○○建設㈱  

災害時の基礎的事業継続力の 
認定の有無 

         あ り 
         な し 
 
 （どちらか一方を記入すること） 

 
認 定 期 間 

 
 令和○年○月○日から 
 令和○年○月○日まで 
 

 
注） 災害時の基礎的事業継続力の認定については、令和６年３月８日（申請書提出期限）現在に 

おいて認定期間中であり、関東地方整備局長から受けた認定の有無を記載すること。 
注） 災害時の基礎的事業継続力認定されていることを証明する認定書の写しを必ず添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
［Ｐ○／○］                                         


